
 漁 業 法 （ 昭 和 2 4年 法 律 第 2 6 7 号 ） 第 5 8条 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る 同 法 第 4 2条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 項 の 規 定 を

実 施 す る た め 、 同 法 第 5 7条 第 １ 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 漁 業

及 び 山 口 県 漁 業 調 整 規 則 （ 昭 和 4 2 年 山 口 県 規 則 第 1 1 号 。 以 下

「 規 則 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 漁 業 に つ き 、 同 規 則

第 1 1条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 制 限 措 置 及 び 許 可 又 は

起 業 の 認 可 を 申 請 す べ き 期 間 を 次 の よ う に 定 め る 。  

 

 

１  制 限 措 置 等  

岩 国 農 林 水 産 事 務 所 、 柳 井 農 林 水 産 事 務 所 及 び 周 南 農 林 水

産 事 務 所 （ 光 市 に 係 る も の ） 管 内 に 係 る も の  

 

 

２  許 可 又 は 起 業 の 認 可 を 申 請 す べ き 期 間  

  定 め な し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


